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5.2 地域公共交通の位置づけと役割 

(1) 地域公共交通の位置づけと役割 

本計画が目指すべき地域公共交通の将来像を実現するために、本計画で対象とする公共交通と

その役割を次のとおり定めます。 

 

表 5-1 本計画で対象とする公共交通と役割 

位置づけ 
公共交通の 

種類や系統 
役割 確保・維持策 

基幹的な 

交通 

[鉄道] 

ＪＲ西日本 

ＪＲ山陰本線、ＪＲ舞鶴線 

綾部市と近隣市・

京阪神都市圏等

を結ぶ広域的・基

幹的な公共交通 

 現在のサービスレベル維持に

向けた働きかけ・利用促進 

[高速バス] 

大阪バス 

福知山特急ﾆｭｰｽﾀｰ号、綾

部特急ﾆｭｰｽﾀｰ号 

幹線的な 

交通 

[路線バス] 

あやバス 

全路線(上林線、於見市

野瀬線、東西線、志賀南

北線、西坂線、篠田桜が

丘線、黒谷線、西八田線、

紫水ヶ丘公園線) 

地域の各拠点と

都市拠点を結ぶ

市内移動や隣接

市移動のための

公共交通 

 安定的な運行の確保、まちづ

くりと連携した利便性の向上 

 京都府交通確保対策費補助金

（府補助路線）を活用し持続

可能な運行 

 地域公共交通確保維持事業

(フィーダー補助)の活用予定

(於見市野瀬線除く) 

[路線バス] 

京都交通 

福知山線 

 地域公共交通確保維持事業

(幹線補助)と京都府交通確保

対策費補助金（府補助路線）を

活用し持続可能な運行 

[路線バス] 

福知山市営バス三和バス 

川合大原線 

 京都府交通確保対策費補助金

（府補助路線）を活用し持続

可能な運行 

個別輸送 タクシー 基幹的な公共交

通や幹線的な公

共交通を補助す

る公共交通 

 営業所の維持やタクシー車両

の存続に向けた支援 

[交通空白地有償運送] 

於与岐みせん地区、 

口上林地区等 

 安定的な運行の確保に向け

て、必要な支援の継続実施 

 サービス内容の見直しは事業

者が主体となり実施する 福祉有償運送 
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■本計画で対象とする公共交通（計画期間内の実現イメージ） 

 

図 5-2 本計画で対象とする公共交通図 
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(2) 地域公共交通確保維持事業の必要性 

本計画では、京都交通福知山線で地域公共交通確保維持事業(幹線補助)を活用しています。

また、あやバス(於見市野瀬線除く)で地域公共交通確保維持事業(フィーダー補助)の活用を予

定しています。この路線における補助事業の必要性は、次に示すとおりです。 

 

・京都交通福知山線は、通学や通勤、通院、買い物等のための移動手段として、また、鉄道駅

へのアクセス手段として、地域住民の日常生活に必要不可欠であり、当該バス系統が唯一

の交通機関となっている地域において、支援することが必要である。 

（令和 5 年度地域間幹線系統確保維持計画書（案）／京都府生活交通対策地域協議会より抜粋） 

 

・あやバスは(於見市野瀬線除く)、綾部市の拠点である綾部駅や綾部市立病院などと、周辺

の各地区の居住地とを結ぶ路線である。地域内の移動手段としての役割を担っており、ま

た、綾部駅でＪＲ西日本のＪＲ山陰本線やＪＲ舞鶴線や京都交通の福知山線(幹線補助)と

の接続により、広域への移動も可能とするなど、ＪＲ山陰本線・舞鶴線、京都交通福知山

線を補完する欠かせない路線です。一方、令和 2 年の国勢調査結果を受けて、過疎法に基

づき過疎地域に指定されるなど、今後の人口減少や高齢化の進展等により、綾部市の運営

努力だけでは路線の維持が厳しい状況にある。そのため、あやバス(於見市野瀬線除く)に

ついては、綾部市地域公共交通計画に基づき、綾部市が支援(費用負担)する路線と位置付

け、地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する必要がある。 
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(3) 地域公共交通の事業及び実施主体 

本計画の地域公共交通の事業及び実施主体は、下表のとおりです(幹線的な交通と交通空白地

有償運送を記載)。 

 

表 5-2 地域公共交通の事業及び実施主体 

系統名 起点 経由地 終点 
事業許

可区分 

運行 

態様 

実施 

主体 

補助事業

の活用 

あやバス 

上林線 

於見 綾部駅南口 市立病院前 4 条乗合 路線定

期運行 

綾部市 
(運行は、

交 通 事 業

者に委託) 

国ﾌｨｰﾀﾞｰ補

助(予定) 

府補助路線 あやバス 

東西線 

高津ｺﾐｾﾝ前 綾部駅南口 市立病院前 

あやバス 

志賀南北線 

内久井 綾部駅南口 松寿苑前 

あやバス 

西坂線 

九社神社前 市立病院前 綾部駅南口 

あやバス 

篠田桜が丘線 

深山 市立病院前 綾部駅南口 

あやバス 

黒谷線 

黒谷和紙会

館前 

綾部駅南口 市立病院前 

あやバス 

西八田線 

総合運動公

園前 

綾部駅南口 市立病院前 

あやバス 

紫水ヶ丘公園線 

紫水ヶ丘公

園前 

綾部駅南口 市立病院前 

あやバス 

於見市野瀬線 

於見 大町ﾊﾞｽﾀｰﾐ

ﾅﾙ 

市野瀬 府補助路線 

京都交通 

福知山線 

市民病院 綾高前 綾部駅前 4 条乗合 路線定

期運行 

京都交通

株式会社 

国幹線補助 

府補助路線 

福知山市営バス 

三和バス 

川合大原線 

辻車庫前 綾部駅前 綾部市立病

院 

4 条乗合 路線定

期運行 

福知山市 府補助路線 

みせんバス 弥仙口 施福寺 市立病院 自家用有

償旅客運

送 

路線定

期運行 

ＮＰＯ法 

人於与岐 

みせん 

府補助路線 

口上林 

なかやま号 

口上林地区 自家用有

償旅客運

送  

区域運

行 

口上林地

区の交通

と暮らし

を守る会 

府補助路線 
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7．数値目標 

前章で定めた施策の達成状況を評価するため、各施策に対応した評価指標を、次のように設定

します。なお、綾部市が公的資金を投入しているあやバスなど、市内を運行している公共交通の

維持・確保に向けては、まず、より多くの方々にご利用いただくことが重要であるため、誰もが

利用しやすい公共交通に向け、利用促進策に積極的に取り組みます。また、あやバスの運行につ

いては、利用実態に応じた効率的な経営を実現するため、路線の在り方やダイヤ、運賃の見直し

も検討するなど、公的資金投入額の圧縮や収支率の向上に努めます。 

 

■数値指標と目標値の考え方 

目標 数値指標 目標値の考え方 

市内の公共交通

の利用者数の維

持・確保 

市内の公共交通

の利用者数 

公共交通の利用者数の減少度合いを、綾部市の人口減少率

(15 歳以上人口の減少率)に留めることを目指す。 

対象とする公共交通は、あやバスとＪＲ西日本(綾部市内

の鉄道駅の利用者数)とする。 

市が公的資金を

投入しているバ

ス交通の運行の

維持・確保(事業

効率の改善) 

市の公的資金投

入額(あやバス

への公的資金投

入額) 

市が公的資金を投入しているあやバスの運行管理費は、ダ

イヤ改正毎に 10％増加すると仮定し、利用者数の目標値

から運賃収入を求め、その差額分を目標値とする。 

市が公的資金を

投入しているバ

ス交通の収支率

(あやバスの収

支率) 

市が公的資金を投入しているあやバスの運行管理費は、ダ

イヤ改正毎に 10％増加すると仮定し、利用者数の目標値

から運賃収入を求め、その割合を目標値とする。 

ラストワンマイ

ルの確保 

公共交通カバー

率 

第 6 章に示した具体的な施策に応じて、あやバス等を利

用できる地域を拡大した結果を目標値とする。 

市民の公共交通

に対する意識の

改善 

市民の公共交通

に対する満足度

(点数化) 

第 6 章に示した具体的な施策を実施することで、綾部市

民の公共交通に対する満足度を 50 点以上にすることを目

標とする。 

既存サービスの

改善(情報化) 

情報のオープン

化(ＧＴＦＳ)に

対応した路線数 

第 6 章に示した具体的な施策を実施することで、あやバ

ス全路線で情報のオープン化(静的ＧＴＦＳ化)を目標と

する。 
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前述の数値指標に対する目標値を、次のように設定します。また、目標値の設定方法・考え方

と路線別の目標値は、参考資料編に掲載します。 

 

■数値指標の現況値と目標値 

目標 数値指標 データ取得方法 現況値 
目標値 

（R9 年） 

市内の公共交通

の利用者数の維

持・確保 

市内の公共交通

の利用者数 

綾部市とＪＲ西

日本が保有する

乗車データによ

り毎年計測 

73.1 万人/年 

(R2 年) 
72.9 万人/年 

＜内訳＞ 

あやバス)15.9 万人 

JR 西日本)57.2 万人 

＜内訳＞ 

あやバス)16.1 万人 

JR 西日本)56.8 万人 

市が公的資金を

投入しているバ

ス交通の運行の

維持・確保(事業

効率の改善) 

市の公的資金投

入額(あやバスへ

の公的資金投入

額) 

綾部市が保有す

るデータにより

毎年計測 

16,100 万円/年 

(R3 年) 

19,900 万円/年 ＜内訳＞ 

府負担割合)約 4割 

市負担割合)約 6割 

市が公的資金を

投入しているバ

ス交通の収支率

(あやバスの収支

率) 

綾部市が保有す

るデータにより

毎年計測 
14.6％ 

(R3 年) 
13.0％ 

ラストワンマイ

ルの確保 

公共交通カバー

率 

綾部市が保有す

るデータにより

毎年計測 

89.0％ 

(R4 年) 
90.0％ 

市民の公共交通

に対する意識の

改善 

市民の公共交通

に対する満足度

(点数化) 

市民意識調査に

より計画最終年

度に計測 

44.2 点 

(R1 年) 
50.0 点 以上 

既存サービスの

改善(情報化) 

情報のオープン

化(ＧＴＦＳ)に

対応した路線数 

取組状況を毎年

確認 
0 路線 

(R4 年) 
9 路線 
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8．計画実施のための体制 

8.1 評価の基本的な考え方 

各施策は、第 6 章で定めたそれぞれの実施主体が中心となって実行し、綾部市地域公共交通活

性化協議会（以下、本協議会）において進行管理します。 

施策の実行にあたっては、Ｐｌａｎ（計画）、Ｄｏ（実施）、Ｃｈｅｃｋ（検証・評価）、Ａｃｔ

ｉｏｎ（改善）のＰＤＣＡサイクルの進行管理に基づき、施策の実施状況を毎年確認しつつ、目

標値の達成状況を検証・評価し、社会情勢の変化等もふまえて、必要に応じて計画の見直しを行

います。 

 

8.2 推進体制 

本計画の目標の実現や施策を継続的に実施するためには、綾部市だけでなく、交通事業者や地

域住民、周辺自治体や京都府・国など、さまざまな関係者が連携し、総合的な取組として推進す

る必要があります。 

本協議会において、関係者が積極的に参画し、施策の進行管理、計画の評価・検証、見直し等

の協議・調整、新たな事業の提案など継続的に協議・調整が行える体制を構築します。 

なお、本協議会で協議した事業の実施状況や評価等については、関連する協議会等（京都府生

活交通対策地域協議会、京都府北部地域連携都市圏公共交通活性化協議会、ＪＲ山陰本線(園部～

綾部)沿線地域公共交通活性化協議会）において、適宜、情報を共有・報告し、必要に応じて、そ

の協議内容を本計画の評価、検証及び見直し等に反映します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

地域住民の主な役割 

 地域の公共交通を未来に残すため、自分たちが“乗って育てる”という意識を持ち、

積極的な利用に努めます。 

 今までは、行政や民間の交通事業者が鉄道やバスを運行していましたが、これからは、

地域住民等も主体となり、地域の公共交通を担い、支えていかなければなりません。

地域が一丸となり、積極的に参画することに努めます。 

交通事業者の主な役割 

 引き続き、安全・安心な運行サービスを提供するとともに、サービスの充実や利用者

満足度のさらなる向上に努めます。 

 持続可能な公共交通を維持確保するため、効率的な運行と利用促進に努めます。 

行政（市）の主な役割 

 持続可能な公共交通の実現に向け、交通事業者や地域住民、その他の関係者と連携し、

本計画が着実に推進されるよう中心的な役割を果たします。 

 公共交通の維持確保に向け、各部署が組織横断的に協力し、積極的な公共交通の利用

促進に努めます。 
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＜今後のスケジュール＞ 

 

 

＜標準的な年間スケジュール＞ 

・6月頃：地域公共交通確保維持事業の申請、前年度決算の確認、今年度予算の決定等 

・2月頃：地域公共交通確保維持事業の評価、次年度予算・事業計画の協議等 
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